
池
田
町
建
設
工
事
等
電
子
入
札
実
施
要
領

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
要
領
は
、
池
田
町
契
約
規
則
（
昭
和
四
十
年
池
田
町
規
則
第
六
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う

）
第
十
二
条
第
二
項
（
第
二
十
三
条
に
お

。

い
て
同
条
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む

）
の
規
程
に
基
づ
き
、
池
田
町
が
発
注
す
る
建
設
工
事
の
請
負
、
建
設
工
事
に
係
る
測
量
・
設
計
等
業
務
委
託

。

の
競
争
入
札
に
付
す
る
入
札
手
続
を
池
田
町
建
設
工
事
等
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
（
以
下
「
建
設
工
事
等
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う

）
に
よ
り
行

。

う
場
合
に
お
い
て
、
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
入
札
参
加
者
の
指
名
等
）

第
二
条

町
長
又
は
町
長
か
ら
契
約
の
締
結
を
委
任
さ
れ
た
者

以
下

契
約
担
当
者

と
い
う

は

入
札
手
続
を
電
子
入
札
に
よ
り
行
う
場
合

以

（

「

」

。
）

、

（

下
「
電
子
入
札
に
よ
る
場
合
」
と
い
う

）
は
、
建
設
工
事
等
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
規
則
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
入
札
参
加
者
の
指

。

名
及
び
規
則
第
二
十
二

条
第
二
項
に
規
定
す
る
入
札
の
通
知
（
以
下
「
入
札
の
通
知
」
と
い
う

）
を
行
う
も
の
と
す
る
。

。

２

契
約
担
当
者
は
、
建
設
工
事
等
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
入
札
の
通
知
が
困
難
な
場
合
に
は
、
書
面
に
よ
り
入
札
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
予
定
価
格
等
の
登
録
）

第
三
条

契
約
担
当
者
は
、
電
子
入
札
に
よ
る
場
合
は
、
入
札
の
通
知
を
行
う
前
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
金
額
を
建
設
工
事
等
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に

登
録
す
る
も
の
と
す
る
。

一

規
則
第
十
条
の
規
程
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
予
定
価
格
並
び
に
最
低
制
限
価
格

（
入
札
書
）

第
四
条

入
札
書
は
、
電
子
入
札
に
よ
る
場
合
は
、
規
則
第
十
三
条
第
四
項
（
規
則
第
二
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ

）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
契
約
担
当
者
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す
る
日
時
ま
で
に
建
設
工
事
等
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
提
出
す
る
も

。

の
と
す
る
。
た
だ
し
、
契
約
担
当
者
の
承
諾
を
得
て
又
は
契
約
担
当
者
の
指
示
に
よ
り
入
札
書
を
書
面
で
提
出
す
る
場
合
（
以
下
「
書
面
入
札
」
と
い

う

）
は
、
規
則
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

。



（
入
札
の
辞
退
）

第
五
条

入
札
参
加
者
は
、
入
札
を
辞
退
す
る
と
き
は
、
建
設
工
事
等
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
入
札
辞
退
届
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
契
約
担
当
者
の
承
諾
を
得
て
、
書
面
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
無
効
の
入
札
）

第
六
条

第
四
条
の
入
札
書
を
建
設
工
事
等
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
提
出
し
た
場
合
は
、
規
則
第
十
四
条
第
三
号
の
規
定
中
「
入
札
書
に
記
名
押
印
が
な

い
」
と
あ
る
の
は
「
電
子
認
証
書
を
取
得
し
て
い
な
い
者
が
入
札
を
し
た
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
開
札
）

第
七
条

契
約
担
当
者
は
、
当
該
入
札
に
お
い
て
書
面
入
札
が
あ
る
場
合
に
は
、
建
設
工
事
等
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
入
札
の
締
め
切
り
後
、
当
該

入
札
書
記
載
金
額
を
建
設
工
事
等
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
登
録
す
る
も
の
と
す
る
。

２

契
約
担
当
者
は
、
入
札
者
又
は
そ
の
代
理
人
（
以
下
「
入
札
者
等
」
と
い
う

）
の
立
ち
会
い
の
上
で
、
建
設
工
事
等
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
開
札

。

を
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
入
札
者
等
が
立
ち
会
わ
な
い
と
き
は
、
当
該
入
札
事
務
に
関
係
な
い
職
員
を
立
ち
会
わ
せ
て
行
う
も
の

と
す
る
。

３

前
項
の
開
札
の
場
所
及
び
日
時
は
、
入
札
の
通
知
の
際
に
示
す
も
の
と
す
る
。

（
く
じ
に
よ
る
落
札
者
の
決
定
）

第
八
条

前
条
第
二
項
の
開
札
の
結
果
、
落
札
と
な
る
べ
き
同
価
の
入
札
を
し
た
者
が
２
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
建
設
工
事
等
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ

り
、
当
該
同
価
の
入
札
に
係
る
く
じ
を
行
っ
て
落
札
者
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
書
面
入
札
に
よ
る
者
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
等
、
建
設
工

事
等
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
実
施
が
困
難
な
場
合
は
、
契
約
担
当
者
が
指
定
す
る
場
所
及
び
日
時
に
お
い
て
、
当
該
同
価
の
入
札
者
等
に
く
じ
を

引
か
せ
て
落
札
者
を
定
め
る
も
の
と
す

る
。

（
委
任
状
）

第
九
条

入
札
参
加
者
が
電
子
入
札
に
よ
り
入
札
を
行
っ
た
場
合
で
、
代
理
人
が
第
七
条
第
二
項
の
開
札
に
立
ち
会
い
、
又
は
前
条
た
だ
し
書
き
の
く
じ

を
引
く
場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め
委
任
状
を
提
出
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。



（
雑
則
）

第
十
条

こ
の
要
綱
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
は
別
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

附
則

こ
の
要
領
は
、
交
付
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


